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福島県総合計画審議会 第７回総合計画見直し検討部会         （平成 24年 11月 6日開催） 
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＜１ 開  会＞ 

 ただ今から、福島県総合計画審議会第７回総合計画見直し検討部会を開催いた

します。 

 

＜２ 政策監あいさつ＞ 

 はじめに、福島県企画調整部政策監よりごあいさつを申し上げます。 

 皆さん、こんにちは。委員の皆様には、ご多忙の折にもかかわらず、前回 10

月 24 日の開催でございましたけれども、間を置かず、また本日の開催になりま

した。ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。 

 総合計画の見直し検討部会につきましては、４月 24 日の第１回の開催以降、

６カ月半にわたりまして開催させていただきました。特に塩谷部会長はじめ委員

の皆様方にご協力いただきましたこと、改めて感謝申し上げたいと思います。 

 さて、前回の部会におきましては改定素案をお示しいたしまして、基本目標や

指標などを中心にご審議をいただきました。本日は、前回盛り込めなかったパブ

リックコメントの結果、あるいは地域懇談会の意見等を踏まえ、さらには前回の

審議内容を踏まえて、さらに修正をした案をご審議いただきたいと考えておりま

す。 

 この部会に並行いたしまして、県議会のほうでも県議会見直し調査検討委員会

が開催されているところでございます。今回の総合計画については、復興計画を

取り込んだ形にしておりますが、その復興計画の実現も大切だということで、こ

の部会あるいは議会のほうでもご議論をいただいているところでございます。 

 その復興計画につきましては、復興をやっていく中で実現をしていくことが大

切なのだけれども、なかなか指標というものが設定できなかったということで、

今回、復興計画をこの総合計画の中に取り込んで、復興という局面でも指標を設

定させていただいております。 

 議会のほうからは、復興計画の実現に向けて、復興という場面で設定をした指

標についてはしっかりと達成する、そういう意気込みも示してほしいという強い

意見をいただいております。県といたしましても、復興の実現がまず第一という

ふうに考えておりますので、実は前回お示しした指標も、特に復興に関する部分

については上方修正をさせていただいております。このような形で今回案をお示

ししておるところでございます。 

 部会につきましては、今のところ本日で最終回ということにさせていただく予

定でございます。本日の審議内容を踏まえまして、最終案を 11 月 13 日、来週で

ございますが、総合計画審議会、親会のほうに示したいというふうに考えており

ます。 

 委員の皆様には、本日も本県の復興・再生に向けまして忌憚のないご意見を賜

りますようお願い申し上げまして冒頭のあいさつとさせていただきます。本日も

よろしくお願いいたします。 
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 続きまして、配布資料のご確認をお願いいたします。 

 まず、本日の次第、出席者名簿、席次表でございます。その次に資料１番目、

総合計画の改定スケジュール、２－１が総合計画見直し検討部会委員からの意見

対応方針、２－２がパブリックコメントにおける意見対応方針、２－３が地域懇

談会における意見対応方針、３番目が総合計画改定素案、４番目が総合計画改定

素案の指標の一覧表です。そして、参考資料といたしまして、復興計画の進捗状

況、それから１枚紙の「総合計画見直し検討部会の設置について」、以上でござ

います。不足等はございませんでしょうか。 

 それでは、これ以降の進行は部会長にお願いしたいと思います。塩谷部会長、

よろしくお願いいたします。 

 

＜３ 議   事＞ 

 皆さん、こんにちは。本来は前回が最後の予定だったのですが、もう一回とい

うことで、今日が本当の締めということになります。半年間にわたって、季節も、

春、夏、秋、そして冬も間近ということになりましたけれども、ぜひ、今日もよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 前回、第６回の部会から２週間が経過たったわけですけれども、本日は事務局

から、パブリックコメントそして地域懇談会の意見に係る県の対応方針を説明し

ていただくことになっています。また、先ほどお話がありましたように、指標の

目標値などが大分変更されておりますので、併せて説明していただく予定という

ことになっております。 

 委員の皆様には、前回に引き続き、忌憚のない意見交換をよろしくお願いいた

します。 

 それでは、議事の（１）になりますが、「福島県総合計画改定のスケジュール

について」、事務局より説明をお願いします。 

 復興・総合計画課、松崎と申します。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 それでは、資料１に基づきまして、これからのスケジュールについて簡単にご

説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、一番左側、この審議会の関係でありますが、本日、見直し検討部会をし

ております。それから、来週ですけれども、先ほどあいさつにもありましたよう

に、13 日に親会議、総合計画審議会を開催しまして改定素案を決定いただきたい

と思います。11 月 22 日に審議会から知事へ答申という段取りにさせていただき

たいと思います。それを受けまして、県といたしましては総合計画改定案を庁内

で検討させていただきまして、12 月議会に議案として提出させていただく予定で

す。 

 一方、議会のほうでありますけれども、先ほども政策監のあいさつにありまし

たように、議会のほうも見直し調査検討委員会というものをつくっていただきま

して、ここでいろいろ審議をいただいておりまして、これに関して、11 月 12 日

に県議会からの意見をいただくということになっておりまして、あとは 12 月議

会で内容を審議いただくという段取りで、議会の議決をもって総合計画が完成す
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るという段取りになっています。 

 スケジュールは以上であります。 

 ありがとうございました。 

 基本的には、前回ご説明していただいたスケジュールに沿って進んでいくとい

うことですけれども、何かご質問とかご意見はありますでしょうか。 

 今、皆様方にお諮りしているもので、１個だけ抜けているものがあります。そ

れは基本目標のキャッチフレーズのところがまだ丸になっているかと思います。

これにつきましては、今現在、最終調整中でありまして、間に合えば審議会のと

きにお出ししたいと思います。間に合わなければ、案という形で何個か最終の案

をお示しするというような形にさせていただきたいと思います。 

 資料３の 42 ページのところに、（仮）で「○○○」と、同じく 44 ページも丸

になっていますけれども、ここのところは今日はまだ出てきていないということ

で、それを含めてご了承いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、続きまして議事の（２）、「部会・パブリックコメント・地域懇談会

からの意見対応方針について」、これをまとめて事務局よりご説明をお願いいた

します。 

 それでは引き続いてご説明をいたします。 

 資料２－１から２－３をお願いいたします。まず、資料２－１であります。前

回のこの部会で皆様方からいただいた意見に対する対応をまとめたものであり

ます。主なものをご説明させていただきたいと思います。 

 まず、１番であります。復興計画の重点プロジェクトを総合計画にも入れたと

いう観点から、復興計画も知っていたほうがいいだろうということでありまし

て、復興計画の進捗状況について情報としていただきたいというお話がありまし

た。お手元に、「復興計画の進捗状況」という冊子が配られているかというふう

に思います。２種類あるかと思います。１つが、真ん中のところに「24 年６月」

となっているものと、「24 年９月発行」というものと、２種類行っているかと思

いますが、まず、「24 年６月」というものが、復興計画は 23 年の 12 月にできま

したけれども、23 年の震災以降、すぐ復興に関する取組というものはやっており

ましたので、23 年度にやったことについて県民向けに公表した資料であります。

12 の重点プロジェクトをもとに進捗状況をまとめたものであります。 

 ざっと説明をさせていただきますと、開けるとまず最初に「福島宣言」、2012

年の３月 11 日に行いました「福島宣言」が書いてあるかと思います。それから、

開けていただくと、４ページ、５ページのところに、復興計画の概要が書いてあ

るかと思います。５ページのところに基本理念として原子力に依存しないという

ことと、すべての人々の力を結集した復興を成し遂げるぞということ、誇りある

ふるさとを取り戻すというようなことが基本理念として書かれていると。 

 それから、主要施策の中に、復興に向けた重点プロジェクトということで、何

回かご説明したかと思いますけれども、12 のプロジェクトがここに載っていると

いうことであります。 

 それから、６ページ以降が、その重点プロジェクトごとの進捗状況であります。
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７ページが環境回復プロジェクト、いわゆる除染の関係の進み具合、それが 11

ページまでになります。それから 12 ページが被災者・避難者の生活支援の関係、

それから 15 ページが県民健康管理調査などをはじめとする県民の健康を守るプ

ロジェクトの関係があります。18 ページ以降が未来を担う子ども・若者プロジェ

クト、21 ページ以降が産業の関係ということで、重点プロジェクトごとにどんな

ことを県がやったのかということを表したものになります。 

 それから、もう１部、追加版として、「24 年９月発行」というものが行ってい

るかと思いますが、これが 24 年になってから、24 年の４月から７月までにどん

なことをやったのかということを、先ほどのものにつけ加えて、さらに 24 年度

はこんなことをやっていますよというのを、やはり同じようにプロジェクトごと

にまとめているものでございます。 

 これについては、復興計画のほうの評価・検討委員会でお示しをして、さらに

どんな取組が必要なのかというご意見を、今、伺っているところであります。そ

ういう状況になっているということをご報告させていただきたいと思います。 

 それでは、資料の２－１に戻っていただきまして、２番であります。これも前

回の部会でいただいた意見でありますけれども、「人々がはつらつとして活躍す

る社会の実現」という言葉が政策分野の一つしていいのではないかというご意

見、それから、女性の活躍という視点が抜けているのではないかという話、それ

から、男女共同参画の関係は、現行計画で「人と地域」に入っているのですけれ

ども、今の見直しのほうでは「思いやり」のほうに入っているのですが、それは

やはり「人と地域」のほうがいいのではないかという話、それから、被災者、高

齢者、女性、それぞれの立場の人の支援策に関する施策が、計画のどの辺に書い

ているのか、それぞれごとではなかなかわかりにくいのではないかというご意見

をいただきました。これに関しましては、まず、「社会の実現」という言葉が、

本来は施策というよりも、基本目標とかそういう上位概念に位置づけられるもの

だろうというふうに考えまして、改めて、人々が活躍する社会が実現していると

いうことを基本目標のほうに一つ追加をさせていただいたということでありま

す。 

 それから、女性の観点では、「若者・高齢者の活躍の場」という施策がありま

したけれども、ここに「女性」という言葉も入れまして、女性の活躍の場づくり

に取り組みますということも入れました。 

 それから、男女共同参画の置き場所でありますけれども、現行の計画では確か

に「人と地域」のところに置いてあるのですけれども、今回、見直しの中で、人

権にかかわるところを男女共同参画も含めて、ＤＶだとかも含めて、思いやりの

ほうに整理をさせていただきました。礎、それから３本の柱という分け方をして

おりますけれども、これで、どこに置いたから重要で、どこに置いたから重要で

はないということではなくて、それは同じ並列的な扱いだということであります

ので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 それから最後のところは、被災者、高齢者、女性、それぞれの立場ごとに一連

の施策を見せるというご意見だと思いましたので、今後、ＰＲを計画していく段
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階で、その見せ方をちょっと工夫して、例えば高齢者だとここにこういう流れに

なっていますよというような見せ方を工夫させていただきたいなと考えている

ところであります。 

 それから、２ページに行っていただきまして、４番であります。起業の関係で

ありますけれども、起業の支援はあるのだけれども、起業した後３年から５年の、

いわゆるフォローアップ、それが重要だというご意見をいただきました。これも

新たに起業支援の中に、起業後のフォローアップに関する取組ということで追加

をさせていただいているところであります。 

 それから、４ページをお願いいたします。13 番になります。福島復興再生特措

法に基づく基本方針だとか、今度、６月に制定された「原発事故子ども・被災者

支援法」との整合性をとる必要があるのではないかということであります。復興

特措法に基づく基本方針については整合を図るように、特に避難地域の再生に関

しては全く同じような並べ方で並んでいるということもありまして、これは基本

方針と整合をとっております。それから、「原発事故子ども・被災者支援法」、考

え方については当然整合を図りながら見直しを行っているところでありますけ

れども、ただ、この「子ども・被災者支援法」に関しては、まだ法律という枠組

みができているだけで、基本方針等がまだできていない状況であります。逆に、

この復興計画の考え方をそちらの基本方針のほうに盛り込むように今後要望し

ていきたいというふうに思っております。当然、できた後には、計画推進もこれ

と連動して施策を進めていきたいと思っているところであります。 

 それから、16 番であります。パブリックコメントを受けて、もう少し３月 11

日以降の出来事を記載したらどうかというご意見でありますが、避難生活を余儀

なくされたということのほかに、長期間帰還困難な土地ができているということ

をつけ加えております。さらに、今後の検討でありますけれども、資料編として

震災後の出来事をまとめるようなことも今後考えていきたいなというふうに思

っています。 

 それから、17 番、これもパブリックコメントの関係でありますけれども、結節

点の長所について記載をしたらどうかというようなことがありまして、その辺

を、有利な地理的条件を有しているというようなことを入れさせていただいてお

ります。 

 それから、６ページをお願いします。20 番になります。特に③のところであり

ますけれども、２行目から、県内外の支援者、ＮＰＯや企業とのさまざまなコラ

ボレーションも生まれており、こうした連帯・協働を加速化していく必要がある

ということを、「将来の姿」の中でご意見をいただきました。これに関しては、

最後の「計画推進のために」というところで、将来の姿の実現に向けて、市町村

を始め、県民・民間団体・企業など、さまざまな主体と連携・協働しながら県づ

くりに取り組むというようなところを盛り込ませていただきました。 

 それから、７ページ、23 番になります。「思いやり」のところに「多様性の尊

重」ということがあって、この中に、人権の尊重や男女共同参画だとかというこ

とが入っていましたけれども、人権の保障というものを一つわかりやすく出した
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ほうがいいのではないかという話がありました。そうしますと、ここにはっきり

書いてあることを、代表的なものを挙げたほうがいいかなと思いまして、「多様

性の尊重」のところを「人権の尊重と男女共同参画社会」という表題にさせてい

ただきたいと思います。 

 それから、25 番であります。公立大学における人づくり、県としてできるのは

県立大学のところだということでそういうふうにしていましたけれども、県内の

国立・私立大学もあるので、その連携を入れるべきだというご意見をいただきま

して、ここを入れ込みました。さらに、産業人材の育成のところで、県内高等教

育機関の連携組織であるアカデミア・コンソーシアムふくしまというものがあり

ますので、そことの連携ということをつけ加えさせていただいたということにな

ります。 

 続いて８ページ、30 番であります。これはパブコメの意見の中にあった関係で、

文化財や伝統文化に関しては、保存・継承だけではなくて情報発信も必要だとい

うようなご意見をいただきまして、ここも文化に関する情報発信というところを

盛り込んだところであります。 

 続いて 10 ページをお願いいたします。36 番であります。現状で、農地、森林、

漁場の放射能汚染の実態把握自体が不十分ではないかというご意見をいただき

ました。これは私の説明の後に担当部のほうから具体的に説明をさせていただき

たいと思います。 

 それから、最後のページ、12 ページになります。41 番になります。自然環境

の保全・景観の保全、継承のところであります。生物多様性が損なわれているの

は「開発行為などにより」というようなことを入れておりましたが、原因は開発

行為だけではなくて、逆に、人間が何もしないことと、外来種が入ってきたよう

なことも要因として大きいという話がありましたので、ここに人間活動の縮小、

外来種の移入ということを入れさせていただきました。 

 それから、最後、43 番になりますが、意見として、この総合計画が県民が読み

やすくてわかりやすい、一家で読もうという気持ちが持てるような総合計画にし

てもらいたいというようなご意見をいただきました。なかなか役所の計画でそう

いうのは、小説みたいにというわけにはいかないと思うのですけれども、今後、

冊子を編集するにあたって、写真だとかイラストだとか、なるべく身近に感じら

れるようなものにして、読んでもらえるような努力をさせていただきたいという

ふうに思っているところであります。 

 私からは以上であります。 

 １点、担当部局のほうから汚染の状況について説明をいたします。 

 農林水産部の高野と申します。よろしくお願いします。 

 塩谷部会長からのおただしでありますが、現状では、農地、森林、漁場の放射

能汚染の実態把握自体が不十分ではないかということでございますので、農地、

森林、漁場等についての現状について説明させていただきたいと思います。 

 まず、農地についてでございますけれども、農用地土壌につきましては、昨年、

本県農地 2,247 カ所で調査を実施いたしまして、調査結果を 24 年の３月に公表
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してきたところでございます。汚染マップ等でホームページ等で公表しているも

のでございますけれども、それ以降、放射性物質の経年変化を調べるために、５

年連続して作付が見込まれるところ、連続して生産物及び土壌調査が可能なほ場

について、代表的な 100 地点を選定いたしまして、農地の放射性物質を継続的に

調査してマップを更新していくという実態把握というものを継続してやってい

きたいと思っております。 

 また、こういった農地につきましては、やはりため池など農業用水利施設のほ

うの側溝にいろいろ放射性物質がたまっているのではないかという不安、そうい

ったものが多く寄せられております。そういった部分につきまして除染ガイドラ

インに入っていないものですから、そういったものは国のほうに強く働きかけて

いるところであります。また、実際に農地で作物の作付等をする際には、土壌の

汚染状況の分析、水質の分析等をしながら、実際に進めているというところでご

ざいます。 

 また、森林につきましては、森林担い手の作業者とか野外活動者の安全・安心、

また、除染作業の参考とするために、昨年６月から 12 月の間に、本調査、再調

査、追加調査、合わせて 732 カ所、民有林の放射性物質の空間線量の調査を実施

してまいりました。今現在は、民有林 944 カ所におきまして、６月補正で組みま

して、空間線量率に加えて、立木や土壌の汚染状況の調査について実施している

ところでございます。 

 漁場につきましては、海水については漁港内の 10 地点、漁場ですと 12 地点で、

原則、月１回調査をしております。また、海底の土壌につきましては、新地沖か

ら勿来沖までの 32 地点で月１回調査ということでやっております。今後も、国、

さらには大学等の試験研究機関との連携を図りながら、こういった漁場について

の放射性物質の状況についても調査していくこととしております。 

 簡単ではございますが、このような状況でございます。 

 それでは引き続き意見対応についてということで、資料の２－２をお願いいた

します。 

 パブリックコメントにおける意見対応方針ということで、これは 145 件ほどあ

りますので、主にここで修正をかけたところを中心にご説明をさせていただきた

いと思います。 

 まず２番であります。県民の県政への参画のところでありまして、「県政にか

かわるあらゆる情報を迅速に公開するということをつけ加えたらどうかという

がありまして、それを入れました。計画に関する情報を迅速に公開することなど

によりまして県民の理解を促進しますということをつけ加えさせていただいた

ということです。 

 それから２ページの９番、それから３ページの 13 番、これは先ほど、委員か

らの意見というところでご紹介をしたところでありますが、パブリックコメント

から出ていたところでありまして、３月 11 日以降の福島県の記述ということで、

代表的なところとして、原子力発電所の周辺が長期間帰れないというようなこと

を入れました。それから、先ほど言いましたように、資料編というものをつくっ
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て出来事を並べたいなというふうに思っているところであります。 

 それから、13 番も同じく先ほど説明したところでありまして、交流人口の拡大

を図る上で有利な地理的条件を有しているというようなところをつけ加えてお

ります。 

 それから、少し飛びまして９ページ、51 番になります。高齢社会及び原子力災

害からの復旧復興については、世界に提供できるモデルを構築し発信するという

気概を持ってもらいたいというようなご意見をいただきまして、これは、既に皆

様方に出した資料の中には盛り込まれているかと思っておりますけれども、「は

じめに」のところで、国内はもとより全世界から多くの関心と資源を引きつけ、

世界のモデルとなるような復興・再生の姿を実現しますということをうたってい

るところであります。 

 それから、12 ページであります。71 番、これも先ほど委員からの意見と同じ

ところでありますが、公立大学における人づくりのところで県内の国立・私立大

学との連携もこの中に書いたらどうだということで、ここを盛り込ませていただ

きました。 

 それから 13 ページ、74 番、職場体験だとかインターンシップの話を書いてい

るところでありますけれども、そこについて、特に学校の中の職業訓練というか

キャリア教育のあり方を書いたらどうかということでありまして、そこにつきま

しては、少し長いですけれども、地域や企業などとの連携による職場体験活動や

インターンシップの実施などによる発達段階に応じた勤労観・職業観の醸成・育

成や、教育活動全体を通した基礎的・汎用的能力の育成など、一人一人の社会的・

職業的自立に向け必要な能力を育成するため、小学校段階からの計画的かつ継続

的なキャリア教育を推進するというようなことを盛り込ませていただきました。 

 それから、15 ページ、88 番であります。「まちなか循環バス」と「デマンド型

交通システム」というものをまちづくりの中に入れましたけれども、これは市町

村がやるもので、県としてはもっと、市町村間にまたがるような広域的なところ

をやるのが県ではないかというようなご意見をいただきまして、デマンド型交通

システムなどへも県として支援をしているということもありますので、これを消

すことはなく、新たに、広域的・幹線的なバス路線に関する支援のところを盛り

込むようなことを入れさせていただいております。 

 それから、17 ページ、98 番になります。廃炉に伴う地域経済の落ち込みが書

かれているが、要はこれは多分、原子力発電所がなくなることによって地域経済

が落ち込むということを書いたのだけれども、逆に廃炉をすることによる需要が

あるのではないか、仕事ができるのではないかというご意見がありまして、一方

で、地域の復興・再生の過程で建設業を中心に経済活動の活性化も期待されると

いうようなことを入れさせていただきました。 

 それから同じページ、101 番になります。農林水産業の中で、「水源林を保全し」

ということを入れたらどうかというご意見をいただきましたが、農林水産業の産

業のところではなくて、自然環境のところで、自然環境の保全をするというとこ

ろ、里山、水辺地などを書いていましたけれども、ここに水源林というようなと
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ころを入れさせていただいたところであります。 

 それから、18 ページ、104 番、農林水産業でありますが、林業の振興策の例示

として、「木材加工流通施設」ということを入れておりましたけれども、そこに

「木材乾燥施設」も入れたらどうかというご意見をいただきまして、「木材乾燥

施設」ということも例示として入れさせていただきました。 

 それから、19 ページの 108 番になります。雇用のところで、全国的な状況を書

くところでありますけれども、今のところ、雇用の二極化と給与所得の減少とい

うことを入れていましたが、雇用のミスマッチがあるということを入れたらどう

かというご意見をいただきまして、そのように対応させていただいたところであ

ります。 

 それから、パブリックコメントで直した主なところは以上です。 

 続いて、資料２－３、地域懇談会の意見対応方針であります。地域懇談会につ

きましては、委員の皆様方に手分けをしていろいろなところに行っていただいて

おわかりだったと思いますが、計画に関してどういうところを修正するか、どう

いうところに追加をするかという観点の意見というよりも、今後の福島県のあり

方、それから復興に向けた取組のあり方について、それぞれの皆様方から思いを

述べていただいたということで、今の見直しの原案の中に書いてあるか、書いて

いないかという観点から意見をいただいたわけではないので、あまり新たにつけ

加えるものはなかったのですけれども、その中でも何カ所かありましたので紹介

をさせていただきたいと思います。 

 まず、２番であります。農産物の安全性については、それぞれの人にそれぞれ

の思いがあるので、なかなか理解されないということがありました。そういう現

実を踏まえて、農産物等の安全・安心の確保に関する取組を効果的に発信し、理

解の促進を図るというようなことを盛り込ませていただきました。これは県北の

ところであります。 

 ３番、同じく県北のところでありますけれども、国や県の事業が単年度でなか

なか継続性がないと、３年程度は寄り添わないとなかなか一人立ちはできないと

いうようなご意見をいただきまして、「活力」では、人が仕事を持って活力ある

地域とするということが重要ではないかといわれておりました。ここに、そうい

うことを踏まえまして、県内外において避難生活を余儀なくされている方々の居

住環境の向上や生活再建への支援ということで、生活再建の視点を入れました。

それから、企業誘致とともに雇用の創出を図るというような、企業の誘致と雇用

の創出も県北の中につけ加えさせていただいたところであります。 

 それから、２ページ、同じく県北でありますが、５番であります。米の全袋検

査など、一生懸命、安全を確保するためにいろいろなことをやっているので、そ

ろそろ、前向きに反転攻勢をかけていってもいいのではないかと、検査を十分に

やっているぞということをもっと言っていったらいいのではないかというよう

なご意見をいただきまして、ここに関しても、農産物等の安全・安心の確保に関

する取組を効果的に発信し、理解の促進を図るということを入れさせていただき

ました。 
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 それから、８番になりますが、農産物等のモニタリングでＮＤでも心配してい

る人もいることは事実だと。同じような話でありますけれども、ここについても、

先ほどと同じですが、このようなことを入れさせていただきました。 

 それから、少し飛びますが、７ページ、33 番になります。質の高い産業という

ものがどういうものなのかわからないということ、「企業の要望に応える人材」

とあるが、企業の要望に応えるだけではだめなのではないかというふうなご意見

をいただきまして、それも、質の高い生産人材を具体化したものということで、

県南のところに、企業の要望に応えられる先進・高度技術に対応できる、という

ようなことをつけ加えております。それから、同じく、質の高い生産活動を担う

ことができる産業人材を確保するため、というようなことを強調させていただい

たところであります。 

 それから、８ページ、38 番です。県南の中で、「福祉」という言葉が見当たら

ない。福祉の充実に取り組んでもらいたいということで、「福祉の充実」という

言葉をつけ加えさせていただいたところであります。 

 それから、少し飛びますが、16 ページ、87 番であります。再生可能エネルギ

ーの中の例示として、洋上風力、太陽光発電、木質バイオマスということを入れ

ておりましたけれども、小水力も盛り込んでもらいたいというご意見をいただい

ておりまして、例示の中に「小水力発電というものを盛り込ませていただきまし

た。 

 それから、17 ページ、90 番、相双でありますけれども、過疎対策については、

農業をやりたい人のために土地の提供が必要ではないかということでありまし

て、そこに、新規就農者の農地確保を支援する仕組みづくりを進めるというよう

なことを新たに入れさせていただいたところであります。 

 それから、20 ページ、115 番であります。いわきのところでありますけれども、

医師不足の問題がありますので医療充実が必要だということがありまして、その

中で、ここにあるように、放射線に関するリスクコミュニケーションなどにより

不安の解消に取り組むとともに、健康診査などによってり疾病の早期発見・早期

治療を図るなど、長期にわたり健康を見守りますというようなことをつけ加えさ

せていただいたところであります。 

 対応については、ちょっと長くなりましたが、以上であります。よろしくお願

いいたします。 

 ありがとうございました。 

 検討部会委員からの意見、パブリックコメント、地域懇談会の意見、すべては

説明の時間がありませんので、主立ったもの、対応したものを中心に説明してい

ただきましたけれども、今の件に関しまして、何かご質問あるいはご意見があり

ましたらよろしくお願いいたします。 

 確認させていただきたいのですけれども、福島県総合計画の改定素案の目次の

ところですけれども、第３章の（６）の避難地域の再生・避難者の生活再建のペ

ージ数が 80 となっていますが、実際ここは空けますと会津のほうになっている

のですが、82 ページがここなのです。ですから恐らく目次のほうが間違ったので
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はないかと思うのですが。 

 目次と本文との整合性ということですが。 

 いろいろ追加をしたり書き直しをしたりして落ち着いていなかったというこ

ともありまして、おっしゃるとおり、今確認をしまして 82 ページでありますの

で、目次については、目次だけではないのですけれども、間違いのないように、

もう一度きちんと、来週の審議会のときまでは整理をさせていただきたいと思い

ます。ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 こちらの改定素案のほうのこちらの意見ではなく、今までのご説明のところで

すか。 

 そうですね。この後、資料４に基づいて修正箇所を中心にお話しいただくので、

今は資料２－１、２－２、２－３についてです。 

 大分、意見の数も多いので、対応が大変だったかなと思います。特になければ、

この後の本文の説明のほうでさらにあれば出していただくということで、次に進

めさせていただきます。 

 それでは、議事の（３）になりますけれども、「福島県総合計画改定素案につ

いて」、事務局より説明をお願いいたします。前回提出していただいた資料から

の修正点を中心に説明をお願いいたします。 

 それでは、引き続きご説明をいたします。お手元に資料３があるかと思います。

これが今現在の再修正でありまして、基本的には前回と変わっておりません。た

だ、変わったところは、先ほど説明をしました委員の意見、それからパブリック

コメント、地域懇談会の意見で修正した部分、先ほど説明したところだけは変わ

っております。 

 前回、施策の数をご説明したかと思います。４つの柱のもとに 83 項目があっ

て、その下に施策がありましたというようなご説明をしました。施策の数が最終

的に今回増やしたのもありまして、今の計画では 252 あるというふうにご説明し

まして、今回の計画では 416 というふうに言ったかと思いますけれども、今現在、

420 になりました。現計画では 252 ある施策が 420 になっておりまして、1.6 倍

ぐらいです。これは復興に向けた取組のところを入れたということと、いろいろ

なところからのご意見を踏まえて増えたということだと思っております。文言と

してはなるべく短い文章で表現していますけれども、ページ数は逆に今の計画よ

りも大分増えたという状況になっているということであります。 

 それで、変わったところは、先ほどの政策監のあいさつにもありましたように

指標でありますので、この指標については資料の４というものをつくっておりま

すので、資料４のほうでご覧いただきたいと思います。 

 前回から、全庁的にこの指標を全部洗い直しをしていただきました。各部局に

今日は集まっていただいていますが、その各部局にすべての指標を洗っていただ

きまして、数値が入っていないものについてはなるべく数値を入れる、それから、

数値が入っているものについては、なるべくその数値を上げるなり下げるなり、

努力の目標を高くするというようなことで指標を洗っていただいております。そ
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の中で、特に前回ご質問がありました除染の関係も含めて、少しご説明をしたい

と思います。 

 まず、指標の２をご覧いただきたいと思います。ページ数で１ページの２番で

あります。甲状腺検査の受診率ということであります。前回は上昇を目指すと書

いてありましたが、ここは、県民の健康を守るという観点から象徴的な事業であ

るということで、ここは 100％と努力目標を高く掲げさせていただきました。 

 あと、数値が挙がっているのがいっぱいあるのですけれども、７ページ、避難

地域の再生・避難者の生活再建のところでありまして、まず、34 番の避難者の数、

これも、前回は減少を目指すというふうにしておりましたけれども、これも今回

の避難地域の復興という面では象徴的な数値になるので、０人ということで、避

難者を０にするという目標にさせていただきました。 

 それから、そのページの一番下の 37 番、避難地域において農業を開始した認

定農業者の数ということで、これは前回まではありませんでして、新たにこれを

つけ加えさせていただきたいと思います。というのは、商工業の関係ではその上

で双葉郡の商工会の会員の再開状況というふうに入れましたので、農業関係もあ

ったほうがいいだろうということで、これを新たにつけ加えさせていただいたと

ころであります。 

 それから、15 ページになります。94 番、一番下になります。交流基盤・物流

基盤のところでありますが、ＪＲ路線の運休区間の距離ということで、これも減

少を目指すというふうに前回お出しをしたところでありますが、常磐線・只見線

とも全線開通ということで、運休区間は０を目指すというふうにさせていただき

たいと思います。 

 それから、21 ページ、原子力災害対策のところで、除染のところです。前回、

これは８年たって上昇を目指すというのでは生ぬるいのではないかというご意

見をいただきまして、129、130 ともにそうですけれども、129 は国が除染すると

ころ、130 は市町村が除染するところでありますが、代表的に、建物、住宅とい

うところを取り出しまして、ここは減少を目指すではなくて、各年の年度ごとの

市町村の計画、国の計画を 100％達成するというような盛り込み方にさせていた

だきました。 

 主なところは以上でありますけれども、そのほかのところも数値を見ていただ

くと前回よりも高くなっているところが多いかというふうに思います。指標につ

いての説明は以上であります。よろしくどうぞお願いいたします。 

 指標を上方修正されたということですけれども、前回提出のものから削除され

たものもあるのですね。 

 すみません。削除が１件だけありまして、前回、平均初婚年齢というものを入

れてありました。これは、福島県の子どもを増やすということで、こういうもの

を追いかけるほうがいいのではないかという意見があって入れたものなのです

けれども、実は県の施策として初婚年齢を上げたり下げたりということはまずで

きないし、目標にすべき年齢もないので、指標として目標値を掲げることができ

ないものを入れておくのはどうなのかという議論もありまして、最終的にここの
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平均初婚年齢は削除させていただき、１件削除になっております。 

 それで、最終的には、今回は 172 ということで、１つ減って４つ増えたと、169

あったものが、１つ減って４つ増えたということで 172 あるということでありま

す。 

 ありがとうございました。 

 それでは審議に移りますけれども、先に伺いたいのですが、この指標の７ペー

ジの 34 番、県内・県外避難者が約 16 万から０を目指すということなのですけれ

ども、これのカウントの仕方というのは、例えば仮の町のような形で本来のふる

さとではないところに戻ることについてどういうふうに考えているのか、あるい

は、これは全部が帰還できるということが前提なのか、あるいは別の考え方でこ

れが０とカウントするのでしょうか。 

 ここに挙げられているように、この定義のところを見ていただきたいと思いま

すが、避難者数、応急仮設住宅の入居者、それから県外への避難者数ということ

でありまして、これを０人を目指すということであります。仮の町というか、町

外コミュニティーのようなところに復興公営住宅をつくって住む人というのは

ここには入りませんので、避難者数としてはこれで追いかけて０を目指すのです

けれども、逆にそういうもともといた町村には戻らないけれども、復興公営住宅、

町外コミュニティーみたいなところに入っている人が何人かというのは、逆にこ

のほかに参考値として追いかけなくてはいけないのかなというふうに思ってい

ます。 

 ありがとうございました。 

 それでは最初に、この指標に関して、まずご質問があればお伺いして、その後、

資料３の本体についてご質問、ご意見があればということで、まず、資料４を見

ていただいていかがでしょうか。 

 ８ページと９ページなのですけれども、農林水産業の産出額、2,920 億が出さ

れたわけでありますけれども、これは前からいろいろな場面で私は申し上げてい

るのでありますけれども、農業産出額の指標と同時に、いわゆる付加価値、これ

はここの資料にもありますように、ここには、確か前のほうに出してあったと思

うのですけれども、14 ページです。14 ページに、いわゆる農林水産業の付加価

値が 1,507 億と出ています。産出額もいいのでありますが、やはり、農林水産業

者にとっては手取りなのです。これも非常に重要な要素で、いくら産出額が上が

っても、手取りが残らなければだめなのです。ですから非常に、ここは 1,507 億

という数字ですが、これは非常に重要な要素なのです。 

 ですから、価格もどんどん下がっていますから、そうしますと、目指す目標は

やはり産出額だけではだめで、付加価値です。ですから、産出額はこれでいいで

すから、付加価値であるいわゆる生産額ですね、総生産額の指標をお示しいただ

きたいと前からいろいろな場面で申し上げてきたのでありますが、なかなかその

重要性について、私の力不足かもわかりませんけれども、まだご理解いただけて

いない。現場はやはり付加価値なのです。この点をひとつご検討いただければと

思います。 
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 ただ、もう来週と迫っていますので、何らかのこれからの、農業振興計画もあ

りますから、もし 13 日に間に合わない場合はそちらでもよろしいです。どちら

も利用する機会が私もありますので、ひとつ検討していただきたいと思います。 

 あと、同じページで学校給食です。これは「上昇を目指す」ということで、い

ろいろ検討した結果がこうだと思うのですが、ここだけ 24 年度が横出しになっ

ているので、下は参考値が入っていますが、24 年は参考にならないので、ここは

やはり参考値なり、確か 36％ぐらいでしたか、目標があったのです。ですから、

そこを入れておくとか、ちょっと補強しておいたほうがよろしいのではないか

と、そんなことがあります。 

 あと、後ほど申し上げたいと思ったのですが、再生可能エネルギー、これが非

常に脱原発との関連で、これはしっかりといわゆる組み立てをしなければならな

いだろうと思います。これは後ほどにしましょう。 

 関連して、相当これは力を入れて、前のほうにも非常に力を入れて表現したの

です。再生可能エネルギーについては、この計画書自体に、もう頭から書いてあ

ります。さらに、これは資料にありましたか、いわゆる再生可能エネルギーで生

み出す潜在的な可能量というか、そういうものがあるのでありますけれども、し

たがって、目標年次におけるエネルギー需要量に占める本県で生み出す再生可能

エネルギーの割合、どのくらいを目指すのかというようなことも、やはり脱原発

を目指すわけですから、ここら辺を目標に、せめて県内のエネルギー需要量の何

割までは県内で生み出していこうではありませんかという、こういう力強いメッ

セージというか、目標が必要ではないかと思うのです。 

 本文のほうを私は見ておったのでありますが、いろいろと何万、何十万キロワ

ットとか指標の目標値がここにもあります。ですから、分母と県内でのエネルギ

ー需要量対比、この辺までは頑張っていきましょうよと、あとはそれぞれ、これ

は難しいかもわからないけれども、それぞれ風力、水力、地熱とか小水力は大体

このくらいでいきましょうねという、この辺は、脱原発という冒頭に旗印を掲げ

ますので、そのような目標の旗印も必要ではないかと思うのです。非常に難しさ

はありますけれども、そんな印象というか、そのくらいの打ち出し方を福島県で

できたらいいなという願いもありまして申し上げたいと思います。 

 ありがとうございました。 

 農業総生産額のところ、それから学校給食、３点目としてエネルギー需要に占

める再生可能エネルギーの割合ということでご意見をいただきましたので、ほか

の委員の方からも出していただいた上で、事務局の対応を伺いたいと思います。 

 ３ページですけれども、10 と 11 です。これは前回も意見を述べさせていただ

きました。いじめの目標値は「適切に対応する」、それから暴力行為は「減少を

目指す」と、不登校は「940 件以下」という目標値が出てきたわけですけれども、

「適切に対応する」ということと「減少を目指す」、非常にここは難しいところ

です。数値を出すというのは難しいと思いますので、このような目標値、このよ

うな文言で対応するしかないのかなと思っております。ここは前回私が意見を述

べましたような、実態は常に把握していただきたいと、これはお願いです。 
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 それから、11 番のいじめの解消率ということで、こちらは 100％と出ています。

上では適切に対応するということで、下がいじめの目標値を 100％とした、ここ

のところが矛盾しているのではないかなということが１点。 

 それから、この中に、10、11 番に入るのかどうかわからないのですけれども、

幼児・児童虐待の問題が載っていないのですけれども、総合計画のほうには児童

虐待という言葉は載っておりますけれども、実はこの児童虐待も減少ではないの

です。実際、少しですけれども、表面化しないけれどもあるということが実態で

ございます。この児童虐待は非常に複雑な肉親関係の中で行われまして、いろい

ろな法的措置をとっているにもかかわらず、なかなか表に表面化されないという

ことで、この児童虐待については、この目標値が入れられるのかどうかお聞きし

たいと思います。 

 24 ページの 145 番に子育てというところがありまして、それとは別にというこ

とですか。24 ページの一番上にあります。 

 こちらですね。そうしますと、すみません。こちらのほうに入っていましたの

で、これはよろしいです。ちょっと見落としました。 

 それから、９ページなのですけれども、先ほど 50 番のところの学校給食にお

ける地場産物活用割合です。これは現況が空白になっておりますけれども、30

キロ圏外とか、ある程度除染されたとかそういったところ、県北、会津地方の食

材などは、学校給食の中でも利用してもいいのではないかというような容認の形

で、それぞれの学校が判断して使うという方向が打ち出されておりますので、こ

の辺もどのように入れるかをお聞きしたいと思います。 

 それから、53 番の新規なのですけれども、「がんばろう ふくしま！」応援店に

登録数、これはちょっとわからないのですけれども、どのような経過で「がんば

ろう ふくしま！」応援店というものができたのか、私よくわかりませんので、

この説明をお願いします。これが 3,000 店に目標値を定めているということも、

加えて説明をお願いしたいと思います。 

 それから、13 ページの 74 番、新規、テクノアカデミー修了生の就職率という

ことなのですが、このテクノアカデミー修了生の数です。県内にいくつあって、

どのくらいの生徒数がいるのか、これはわかりづらいですので、その数を知らせ

ていただきたいと思います。ちなみに、南相馬市の浜テクノアカデミーですか、

あちらの生徒数さんは少ないのです。そういった意味で、今後そういう生徒数の

増も含めてのこの辺は考えなのかどうか、お聞きしたいと思います。 

 あと、17 ページです。102、103 番ですけれども、この目標値、医師の数、そ

れから看護職員数、この目標値が「増加の方向で検討中」ということですので、

この辺も、具体的に答えられる範囲でよろしいのですけれども、お答えをいただ

きたいと思います。 

 それから、21 ページですけれども、131、新規になっていますけれども、東日

本大震災に係る災害廃棄物の処理・処分率、これが平成 25 年度で 100％となって

おりますが、現実的に、今の状況を考えますと、平成 25 年、今は 24 年、来年度

で 100％処理できるのかどうか、現実的に現状を踏まえて、その辺のお考えもち
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ょっと聞かせていただきたいと思います。 

 以上です。 

 ありがとうございました。 

 かなり多岐にわたりますので、関係の部局から答えていただくことにしたいと

思います。ほかの委員の方。 

 重複しますけれども、関連して先ほどの 12 ページの 66 番だったわけでありま

すけれども、ここで水力発電がありますけれども、小水力発電、先ほどもご意見

があって入れたということなのですが、これは通常、ダムの水力発電とは違う意

味がありますので、特に広島県あたりでは先進県で、農業協同組合でやっている

ものが結構多く、60 年も歴史があるらしいのであります。ですから、ここは水力

発電の大くくりではなくて、小水力発電の目標も設定をいただけないかなと。ま

さに電力の地産地消の象徴的な発電の形態なものですから、これを希望したいと

思います。 

 以上です。 

 ありがとうございました。 

 なかなか目標値については読み取りが難しいところがありますし、特に平成 23

年度と 24 年度は特殊事情がありますので、今後、恐らくいろいろな補足説明を

聞きながら、実際にはこの計画の中に盛り込まれるだろうと思うのですけれど

も、そこを前提とした上で、ご質問、ご意見が出ましたので、回答をよろしくお

願いいたします。 

 指標のところでなのですけれども、１ページ目の６番、新規のところの独身の

男女の出会いを支援するイベントの開催件数というものがありまして、このイベ

ントがあったのですが、どうも参加者の方々が出会いを求めてという方ではなく

て、結局、主催者側のほうで集められなくて、関係者の方々を集めて自己啓発セ

ミナーみたいなものになってしまった事例があったのですけれども、そういった

ことも今後も予想されるかと思いますので、62 番目の指標と同じような形で、商

談成立件数、企業マッチングのときの商談成立件数のような形で、男女の出会い

のところは、カップルの成立件数みたいなものを 62 番と同様のような形で考え

れば、開催件数よりも主催者の方に申告していただくというような形で、そうい

った成立件数のほうがより実態にそぐうのではなかと、いわきの事例を見て先週

思いましたので、それが１点です。 

 また、24 ページの 149 番の女性の登用率のところなのですけれども、民間企業

の登用率、係長職以上の割合というものがあるのですが、県だとか市町村の女性

係長職以上の登用率というのは、特に県南だとかという地区は極めて低い印象の

ところがあります、市町村のほうで。そういったことも県内ではかなりあります

ので、ここは民営事業のほかに、県内の市町村と、県自体の管理職以上の女性の

割合というものも併せて一緒に提示するということはできないのかどうかとい

うところをお伺いさせていただければと思います。 

 以上です。 

 ありがとうございました。 
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 すみません。25 ページですけれども、154 の自殺者数のところですけれども、

これは関連死としての指標の名称ができないのかどうか。関連死がものすごく多

いわけです。災害３県の中で、トップで福島県です。南相馬市は約 400 人の関連

死者数が出ています。今後も恐らく予備軍がいるということになっております。

そういった状況の中で、自殺者数だけ取り上げるのはいかがなものかということ

が一つあります。 

 それから、下の 155 なのですけれども、このケアセンターにおける年間相談支

援件数、これなのですけれども、定義があります。定義の中で、こちらに、ふく

しま心のケアセンターにおけるということです。そうしますと、いろいろなカウ

ンセリングとか、それから、いわゆる心療内科に行っている方々とか、もしくは

窓口が広いのです。窓口の広いところにストレスを抱えた人たちとか、うつとか、

いろいろな病気を持った方々が相談をしているということですので、一つの窓口

だけでこの数値が出るというのはちょっといかがなものかと思っております。 

 その２点をちょっとお伺いしたいと思います。 

 ありがとうございました。 

 それではここで、事務局のほうから、よろしくお願いいたします。 

 それでは、たくさん出ましたので、ちょっと確認をさせていただきたいと思い

ます。 

 まず１つ目が、農業の産出額が出ているけれども、農業産出額ではなくて付加

価値、農業の総生産の数値も加えたらいいのではないかという話が１つ。 

 それから、学校給食の地産地消率についてはもともと目標値があったので、上

昇を目指すということではなく目標値を入れたらどうかということ。 

 それから、再生可能エネルギーについては、実際の発電量だけではなくて、割

合について、もともと県で 2040 年までに 100％にするといったのだから、それに

向けての割合で示したらどうかという話と、小水力の目標値もその中に入れられ

ないのかという話。 

 それから、いじめの関係で、いじめについては適切に対応すると言っているの

だけれども、片方のいじめ解消率は 100％になっているので、この関係、そこに

矛盾はないのか、どういう考え方なのかという話。 

 それから、「がんばろう ふくしま！」応援店というものはどういうものかとい

うことと、3,000 というのはどういうところから出てきたのかということ。 

 それから、テクノアカデミーの実態というか、学校数と生徒数がどうなってい

るのか、それから、生徒数を増やす考えはあるのかという話。 

 それから医療従事者に関して、増加を目指すといっていますけれども、今のと

ころの考え方はどうなっているのかということ。 

 それから、131 番の廃棄物の処理は 25 年まで 100％になっていますが、実際に

できるのかどうかということ。 

 それから、結婚支援のイベントの指標については、やった回数ではなくてカッ

プルの成立数にしたらどうか。 

 それから、女性管理職に関しては、民間の管理職だけではなくて、県職員、そ
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れから市町村の職員の女性登用率みたいなものを入れられないのかという話。 

 それから、災害関連死について指標化できないのかという話。 

 それから、心のケアセンターは窓口がいっぱいある中の一つなのだけれども、

心のケアセンターだけでいいのかという話だったかというふうに思います。 

 その中の一つ、災害関連死については、前回の委員会でもお話をしたかと思う

のですけれども、災害関連死ということを何人にするという目標を立てられない

のです。０人がいいのはあたりまえなのですけれども、そこはなかなか立てられ

ないので、指標としての管理はなかなか難しいというお話を前回させていただき

ました。その上で、またの質問だということだと思いますので、そこについて、

全部で 12 個あったかと思いますが、それぞれ担当部局のほうから回答させてい

ただきたいと思います。 

 今日来ていない担当のところがあるかもしれませんが、それについては後日我

がほうで聞き取りをしてご回答させていただきたいと思います。それではお願い

します。 

 農林水産部の髙野と申します。 

 長島委員のほうからおただしがありました県内総生産額というところでの農

林水産業のものを指標に加えるべきではないかということでございます。 

 長島委員のお話にもありましたように、部門別計画で農林水産業振興プランの

ほうを立てております。そちらは総合計画よりもより多くの指標を立てながら、

実際の農業者、農林水産業の再生ということで検討してまいっているところでご

ざいますので、そちらの審議会のほうで議論させていただけたらありがたいなと

思っております。次回予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 あと、長澤委員のほうからありました「がんばろう ふくしま！」応援店とい

うことでございますけれども、こちらにつきましては、「がんばろう ふくしま！」

ということで、福島県、風評被害等いろいろ苦しんでいるところでございます。

そういった中で、この応援店は福島県の農林水産物を取り扱って、多くの方々に

それを食していただき、福島の農林水産物を応援していただこうという趣旨でご

ざいまして、小売店、直売所、加工所、飲食店、あとは流通関連業者の方、宿泊

所の方々にご協力いただだきまして、県内で 1,300 ほど、県外で 250、合計でこ

この数値にありますように1,552店というところにご協力いただいているところ

です。 

 こちらについて、平成 32 年度に 3,000 店ということでございますけれども、

実は私どもの計画は平成 32 年までかかって 3,000 店に伸ばす、倍増する、こう

いった風評被害で苦しんでいるところでございます。ですから、我々の計画とい

たしましては、各年度 300 店くらいは増やすような形で、平成 27～28 年くらい

にはこういった 3,000 店を達成し、その後も伸ばしていこうというところで考え

ておりまして、32 年までに 3,000 店というものも少し前倒しして 3,000 店を突破

して、県内はもとより県外からも応援をいただいて、福島県の農林水産物の拡大

を図っていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。 

 商工労働部の渡辺でございます。 
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 長澤委員からテクノアカデミーの関係でおただしがございました。まず、テク

ノアカデミーですが、南相馬市に浜校、郡山市に郡山校、喜多方市、かつての塩

川町になりますが、こちらに会津校、３校ございます。それで、すみませんが、

それぞれの生徒数は今手元にないものですから、後ほどご報告させていただきま

す。 

 こちらの３校につきましては、今のところ生徒数の増設とか追加とか、そうい

ったものについては今のところ変更の予定はないのですが、ただ、今回の震災状

況、あるいは産業界のニーズを踏まえまして、必要な学科あるいは生徒数につい

て、有識者の皆様を入れた会議の中でそういったものを数年に一度見直す機会が

ございます。そういった中で、十分これらの状況も踏まえながらまた議論をさせ

ていただきたいと思います。その結果、やはり県内にしっかりと人材を残してい

ただく、あるいは必要な人材育成をする観点で、生徒数の増なり、そういった観

点が出てまいりましたら、その際に併せて、それらの方の就職率 100％をしっか

りと目指して県内への定着を図ってまいりたいと思っております。 

 以上です。 

 保健福祉部でございます。 

 まず、１ページの６番、独身の男女の出会いを支援するイベントの開催件数、

これについて、成立した件数といったもので指標はできないかというお話だった

と思いますけれども、そもそも、このイベントの開催件数について、増加を目指

すということで目標値として具体的な数値が入っていないというのが、イベント

の数自体、県で支援していない民間でイベントをやられている場合もあると思い

ますので、そのすべてを全部正確に把握することは難しいというのもありまし

て、「増加を目指す」という文言表現になっております。 

 その中で、実際に出会いのイベントの中で、男女の方が成立したかどうかとい

う部分につきましては、個人情報、プライバシーという問題もありまして、その

辺を追及して一緒になったかどうかということを確認するというのもなかなか

厳しいということもございまして、そういった観点から開催件数というようなこ

とで指標については設定してございます。なお、そういった意見があったという

ことにつきましては、担当課のほうに持ち帰って伝えたいと考えております。 

 それから、17 ページの 102 番の医療機関従事医師数、それから 103 番の就業看

護職員数、これにつきましては、具体的な数字がまだ目標値として入ってはいな

いのですが、現在、第６期の医療計画を策定中でございまして、実は医療計画の

中では従事医師数というものが重要なメルクマールになる指標でございまして、

医療計画の中でさまざま取組を今後決めていくのですけれども、そういった取組

が決まっていく中で、同時に指標についても決まっていくということで、この医

療計画が実際に年度末、３月に策定される予定なものですから、それまでは数字

がかなり動く可能性があるということで、具体的な数字については現時点におい

ては示すことができないということでご理解いただきたいと思います。 

 それから、25 ページの 154 番、自殺者数というところで、災害関連死について

も指標化できないかというご質問があったと思うのですけれども、やはり災害関
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連死につきましても、自殺者数については年間大体 500 人前後ということで推移

しているということで、500 人を下回るような目標値を設定するということは可

能なのですが、災害関連死につきましては、やはり発災後短期間の間に大勢の方

が亡くなられたということで、その後、当然ながら災害関連死につきましては人

数的にはどんどん時間の経過とともに減っていくということで、目標の設定の仕

方がなかなか難しいのかなということもございまして、前回、先ほど松崎課長の

ほうからもお話があったと思うのですが、やはり設定については厳しいのかなと

いうふうに考えてございます。 

 それから、155 番、ふくしま心のケアセンターにおける年間相談支援件数につ

きまして、5,108 名というのが１つの窓口の数にしては多いのではないかという

ふうなお話だったのですけれども、これにつきましては、心のケアセンターにお

ける相談につきましては、現在、健康管理調査の中で心の健康度調査というもの

をやっておりまして、心の健康度調査の中で把握された心の悩みを抱えている

方、あるいは、各市町村あるいは社協のほうから、実際、心のケアセンターのほ

うにご連絡があった方とか、そういったものも含めて、心のケアセンター自体で

も電話で相談を受けたり、あるいは直接訪問をして相談を受けているのですけれ

ども、それ以外のチャンネルからもこういった悩みを抱えている方がいるのです

がという情報が入ってきておりまして、そういったものを含めて、全体として、

１人の方でも何回にもわたって相談されるというようなこともカウントすると

いう関係もありまして 5,108 名という数字になっております。 

 心のケアセンターの窓口だけでは不十分ではないかと、これにつきましては、

一応、心のケアセンターということで、指標自体は心のケアセンターに設定して

いるのでこのような指標になっているのですけれども、その他、心の悩みを抱え

ている方についての把握できる窓口というものがどういったものがあるのかど

うかも含めて、いったん持ち帰りまして、そこは担当課のほうと、それも含めた

数値が出せないかどうかについては検討したいと思います。 

 生活環境部でございます。 

 まず第１点目でございます。長澤委員のほうから、131 番、東日本大震災に係

る災害廃棄物の処理目標ということで、これは平成 25 年度で 100％と出させてい

ただいております。これのよりどころは、昨年の５月に環境省のほうから、廃棄

物に関する処理指針が出されておりまして、こちらのほうで平成 25 年度に災害

廃棄物の処理を完了するという目標が掲げられていることから、当部としまして

も、現状は厳しいところはございますが、これを目指して頑張っていきたいと

我々は考えているところであります。 

 それと、橘委員のほうからございました 149 番、民営事業者の管理職における

女性の割合に関連してのご質問でございましたら、県職員、あとは市町村職員の

ほうの管理職の割合ということなのですが、我々のほうでは、こういった人事の

ほうに係るということもございますので、これを指標とする、数値を出すとか、

それは現時点では回答ができないものですから、ご容赦いただきたいと思いま

す。 
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 教育庁の岩田でございます。どうぞよろしくお願いします。 

 まず、長澤委員からご指摘があったところでございますが、３ページの 11 番、

いじめの解消率とその前のいじめの件数に矛盾があるのではないかというおた

だしでございますが、こちらの 11 番の定義をさせていただきたいのですが、い

じめの解消率というのは文科省の調査でございまして、あくまでもいじめの認知

件数の中で解消しているものと、一定の解消が図られた継続支援中である件数の

割合を表してございまして、平成 23 年度におきましては 92.6％というような状

況になってございます。これを 32 年に 100％にするということで、認知件数、あ

ったものについては、すべて解消を図っていくという形で 100％にしておるわけ

でございます。 

 また、そのうちの件数につきましては、毎年度発生するというようなことがあ

るものですから、新たに発生したものについては、いじめの件数という形でカウ

ントしていくというような形でご理解をいただきたいと思います。 

 それと、長島委員のほうからおただしのあった件でございますが、９ページの

50 番、学校給食における地場産物活用割合につきましてですが、こちらにつきま

しては、教育庁としましては、平成 24 年度の調査の数値がまず出てから判断を

したいというような形で考えてございまして、最終的にはその数値を見ながら責

任ある数値をここに表示したいと考えてございますのでご理解をいただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 長島委員のほうから再生可能エネルギーのお話をいただいております。再生可

能エネルギーの推進ビジョンを３月に策定いたしまして、その中で 2040 年、県

内の消費電力の 100％を再生可能エネルギーで賄うという目標を掲げておりまし

て、今回の目標数値の対象になります 2020 年については、現在が 20％なのです

が、40％という数字を掲げております。それを個別に数値に落とすとこのような

形になっているということで、さらに 2030 年が 60％、2040 年に 100％という目

標を掲げております。 

 全体として高い目標を掲げて、個別にはそれぞれ目標値を落としていくという

作業をしております。実際に数量的なこういう示し方がいいのか、それとも、今

言ったパーセントを提起したほうがいいのか、それはちょっと検討させていただ

きたいというふうに考えております。 

 それから、小水力については、小水力の再生可能エネルギーにおける本県の比

率が高いというのは大規模水力が多いという状況にありますので、今後、大規模

な開発はできませんので、小水力で伸ばしていくというふうになっております。

この辺も項目分け、基本的には伸びるのは小水力だけですので、検討させていた

だきたいというふうに考えております。 

 それから、女性の管理職の関係ですが、基本的には民間ではなかなか進まない

という状況の中で、行政機関が率先してやっていくというのが基本になりますの

で、その中で県も男女共同参画のプランをつくっておりますし、そういう中で数

値が多分示してあったような気がするのですが、行政機関のものも示せるかどう

か、基本的にはやはり絶対数の多い民間企業で女性の登用を進めていくのが大切
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だということで、代表的な指標ということで入れておりますが、取組状況も確認

をして、あとは指標の数が全体として多すぎるということがいいのかどうかとい

うことも全体で検討させていただきたいと思いますが、基本的にはそういう目標

を掲げながら登用を進めていくというのが行政機関でも基本というふうに考え

ております。その辺は状況を調べて、また情報提供をさせていただきたいと思い

ます。 

 以上ですべて答えたかというふうに思いますが、足りないことがあったらまた

ご指摘いただきたいと思います。 

 ご回答いただいたことについて、いかがでしょうか。――よろしいですか。 

 それでは、いったん指標を離れまして、こちらの本体について、部会委員のほ

か、あるいはパブリックコメント等に対応していただいた点は下線が引かれてい

るかと思います。かなり大量ですので、逐一見ていただくということではなくて、

お気づきの点について出していただければと思います。 

 指標とも実は関連があったのですが、原子力災害対策の「安全・安心」のとこ

ろで、先ほどの指標の 21 ページは本当にご苦労された目標値の設定だと思いま

す。本当にこの辺の表現は難しいのだろうと感じていまして、これはこれでよろ

しいかと思いますけれども、いわゆる原子力災害対策は、多分、県民の方もかな

り関心をお持ちだろうということから考えると、例えば、食料品の安全対策であ

るとか、あるいは技術者の作業に従事する、特に除染作業員の技術者の養成とか、

今いろいろと取り組んでいます。そういうもろもろの指標をこの中に掲げるべき

かどうかというのは私もはっきりわからないところがあるのですけれども、県民

の方がこの計画書を見て、やっぱり関心が高いところであるとすれば、具体的な

指標を、先ほど復興計画をいただきましたけれども、その中の１番の「環境回復

プロジェクト」にもありますけれども、例えば、技術的支援の強化ということで

技術者を養成する、あるいはその職員の安全確保という意味での検査体制、その

辺はどういうふうに考えるべきなのか。指標の中に私は入れたほうがいいのでは

ないかというふうに感じるのですけれども、その１点だけお考えをお聞きしたい

と思います。 

 ありがとうございました。 

 それでは、やはり意見を出していただいた上で。 

 ほとんど仕上がっていますので、13 日を控えていますので、それを踏まえなが

らご意見を申し上げたいと思います。 

 19 ページなのですけれども、19 ページの一番下の枠の中の表現なのですけれ

ども、「人口減少・高齢化問題への対応を最大の課題として位置づけ」となって

おりますけれども、県民感情からすれば、これが上の文章の最後にある「原子力

災害の収束、良好な環境の回復」が最大の課題だと思うのです。結果として人口

減少に歯止めがかかるわけですから、県民の感情からすればこれはちょっと違う

のではないか、最大の課題は、まさにこの文章の最後の行にある「原子力災害の

収束」であり、「良好な環境の回復」なのではないですかと私は率直に思ったの

です。だから、ここはちょっとご意見をしたいと思います。 
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 それから、85 ページなのですけれども、86 ページと 155 ページにも関連する

のですが、いわゆる損害賠償の件です。大変に県民等しく苦労しておりまして、

恐らくそれだけかかるのだろうと思います。ですからやはり県も、今もやってい

ただいているように、相当前に出てやっていただきたいわけで、損害賠償の表現

がどうされているかを見たら、ここに書いてあるだけなのです。これも確かパブ

リックコメントを受けての表現なのですが、損害賠償はちょっとこことは違うと

いうのであれば、それは一つの考えだと思うのですが、ただ、ここだけ、これは

避難解除区域等の区域のくくりでもって損害賠償が初めてここで出てくると思

います。損害賠償を総合計画の中に入れるのがそぐわないのであれば、これは必

要ないはずであって、入れるのであれば、避難解除区域等の方々だけではないわ

けです。県民等しくあるわけですから、むしろ、先ほどお示しした 155 ページの

ここに、ここはさらに原子力災害の対策でありますので、この⑥、一番最後に、

損害賠償対策を県としてもしっかりやっていくと、県民のそれをしっかり示して

いくと、県自体も損害賠償を、市町村も同じですが、そのことは、もし損害賠償

というものが総合計画の中で扱うことがそぐわないのであれば、この 85 ページ

は要らない話でありますし、やはり触れる必要が私はあると思います。ですから、

やはり県民等しく各分野等しくあるわけでありますから、155 ページの最後に整

理をしてしかるべきではないかと思っております。 

 それから、農業関係は 90 ページなのですけれども、内容は異論はありません。

ただ、「安全・安心な農林水産物の提供を進めます」ということのやはりスター

トは検査体制から入るのではなくて、やはり４番目にある安全な生産ということ

が基本だと思います。その後で検査があるわけでありますから、何よりも安全な

生産をしっかりやりますよというのが、これは順位はどうであれ重要であること

に変わりはありませんということもあるのでしょうけれども、やはり並びとして

はそうではないのかなと思いますので、４番目の「安全な農産物の生産に関する

取組」は検査体制の前に整理をしたらどうでしょうかという意見です。 

 あとは、再生可能エネルギーのところは、これらの運用を、政策の展開面でも

しここで整理が難しいのであればそれはよろしいと思うのですが、いわゆる最後

に啓発ということがあります。ここは全く異論はありません。ずっと見ますと、

脱原発を目指すと、これに対する主要施策はこのとおりだと思います。最後に教

育・啓発ということがありますけれども、脱原発を目指すのであれば、これを

100％という話がありましたけれども、県内の必要エネルギー需要量 100％を目指

すというのは、分母と分子の関係があるわけでありますから、いわゆる分母対策、

つまり節電も含め、その辺についてはやはり福島県は県民運動として提唱してい

ったらどうかと思います。再生可能エネルギーももちろんここにあるように拡大

を進めていくと当時に、分母である県内の必要使用量も、当然、生活面も含めて、

節電も含めて、その辺はなかなか難しさもありますけれども、しかし、ここやは

り我々等しく日本国民に迫られているわけでありますから、何を置いてもこの福

島からということで、一大県民運動をしていったらどうかと思います。 

 実は来週、うちのほうでＪＡ大会、知事もご来賓でお招きしてあるのでありま
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すけれども、そこでも実は我々脱原発提唱をします。全国ＪＡ大会でも脱原発を

提唱しまして、今週のある週刊誌に「脱原発のＪＡの覚悟」などと、どういう訳

かわかりませんけれども記載されております。それを受けながら、脱原発を提唱

する県のこれに倣いまして、事案の中で整理はしますけれども、同時に再生可能

エネルギー対応ということでいくつかの提案をしたいと思っておりますが、そう

いう中で、県民の運動として県が提唱していただくということになると大変あり

がたいと、一緒になってその一翼を担いながらやっていきたいという思いもあり

ますので、本来ならここに一大運動を提唱しますと、県民への啓発活動を展開し

ますというだけではなく、そのために本県としてのそうした県民運動を提唱しま

すということまで書き込んでいただくとよろしいのでありますが、そこまでは、

もう来週が最終でありますから、難しいのであれば、これからの政策展開の中で

ご検討を頂戴できれば大変ありがたいなというふうに思います。 

 以上です。 

 長島委員から４点ありました。順番にいきましょうか。長澤委員。 

 84 ページですけれども、一番下のところ、「地域包括ケア体制の整備に関する

取組」、これは、別に私は、これは大体もうでき上がっているなということで、

付随する意見として述べさせていただきたいのですけれども、実は、避難地域は

仮設住宅それから借上住宅も含めて、我々が思った以上に非常に厳しい環境に追

い込まれているというのが実情です。 

 １つは、もうご存じかと思うのですけれども、脱法ハーブが入り込んでいると

いうことです。それから、パチンコ依存症、それから、仮設住宅の中で非常に密

接な、非常に密集していますので、その中で非常に近隣との不和と言いましょう

か、そういったことで、非常に孤立化を招いている住民がいるというような状況

があります。それから、一般住宅に戻っている地域住民が、私もそうなのですけ

れども、非常に今、一番心的状況が厳しい状況に立たされております。この間、

私は参考意見、私見としてメールで送った中に書きましたが、今なのです、非常

に厳しいということは。１年８カ月は夢中で来ました。全国それからいろいろな

ところからの支援をいただいてきていますので、その支援を受けながら、自分た

ちも非常にそれとかかわるということです。つまり、外的なコミュニケーション

をいただいているので、それで何とか奮い立って今日まで、いろいろなイベント

活動をやってきたと。 

 ところが１年過ぎ、今は８カ月になりますと、大体支援というものも限られて

きます。ボランティアも限られてきます。そうした中で、非常に今度は地域の中

だけで何とかやらなくてはならないと。市町村行政が非常に厳しい中でいろいろ

なことを復旧・復興のためにやっていただいているのですけれども、地域住民は

そちらの行政の不平不満というところに目を向けていってしまう、そちらを攻撃

すると、そういったことで、なかなか地域の中が非常に円滑にコミュニケーショ

ンが図られないというのが現実です。 

 皆さん、本当に重い心を抱いておりまして、会うとため息なのです。私も２、

３日前にエコフェアをやってきましたけれども、非常に厳しい。本当に、これほ
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ど厳しい現実に皆さんさらされているのだなということに対しまして、これは裏

返せばやっぱり原発なのです。ですから、そういった中で、やはりこういったき

ちんとした計画、それから復興計画と合わせてきちんとしたものが策定されてい

ますけれども、やはり、現場というものは厳しいと。それで、一向にまだまだ心

の復興もいかないというようなところに立たされておりますので、その辺は県の

職員の皆様方、それから我々、やはり心をそこに添えながらやっていかないと、

これは“仏つくって魂入れず”ということになるのではないかと思っております

ので、その辺、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、85 ページなのですけれども、ここにやっぱり③番の「避難者の生活

拠点づくりに関する取組」ということで、先ほど１時のニュースをちょっと聞い

ていましたら、大熊町でアンケート調査をしましたら 68％は帰らないと、たとえ

５年となっても帰りませんと、そういう結果が出たと、それを復興担当大臣の平

野大臣が、新たな生活支援体制をつくらなければならないということを明言した

ということを聞きましたので、県もやはり、そういった双葉郡の、富岡、浪江、

楢葉、それから大熊ですか、そういったところの避難の皆様方の動向、心の動き

といいましょうか、これからどういうふうに生活していくのかという動向を、や

はりきちっととらえていっていただきたいと思っております。 

 私も、これに関して感想を含めて、変更できればということなのですけれども、

まず、100 ページのところに、起業家の創業後のフォローアップという文言を入

れていただきましたので、これは本当にありがたいなと思っております。ありが

とうございました。 

 あとは、先ほどの指標のところなのですけれども、まず、女性の登用率のとこ

ろで入れてほしいと思った理由なのですけれども、福島県の場合は、女性の経営

者の方の数は全国的に見てそれほど低いということはないと思います。ただ、す

みませんが私は勉強不足で、県の職員の管理職以上の割合というのはちょっとわ

からないのですが、福島県内の基礎自治体、市町村だと、むしろ企業よりも市町

村のほうが冷遇されている場合が多いと思います。平成 21 年度の各市町村、福

島県内の市町村の女性の管理職の方の数だとか、そういった統計の数値が出てい

るかと思うのですが、そのときに、特に県南地域の基礎自治体の女性の管理職以

上の方が本当に極めて少ないという印象を受けたのです。そういったこともあり

まして、福島県内の中で女性の活躍ができたからといって、それが経済効果に結

びつくかといったらそうではないと思うのですが、なかなか環境が悪い、冷遇さ

れているような地域もまだあるというようなことで、ここの指標のところに民間

30 人以上のところと併せて、県内の基礎自治体の中でどういった平均登用率なの

かということを生活圏ごとに出していただくとか、そういったものは冷遇されて

いる地域にとっては非常に福音になるのではないかと思って先ほどの発言をさ

せていただきました。 

 あとは、男女の出会いのイベントの件数なのですけれども、それは非常にもっ

たいないといいますか、男女の出会いのイベントを県のお金でやっているので、

できればここでマッチングをして結婚して人口を増やすということにつなげて
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いくということにつなげていただきたいと思っているのですが、なかなか主催者

側ではそういった人を集めることができなくて、結局、でも県からお金をもらっ

ているので、とにかく自分たちの関係者を集めて、自己啓発セミナーになろうと

も事業を開催するといった事例があったので、それはほかのところでも結構そう

いった事例があるのではないかと思いまして、こういったところはお金を使って

いるのであれば、やはり、成立件数だとかそういったところを主催者側に申告し

ていただくというところをやはり求めていくのがいいのではないかと思ってお

ります。 

 あとは、ちょっとまた別のところなのですけれども、プランのほうの 15 ペー

ジなのですが、「豊かな自然、地域資源」の中の主な自然・地域資源の図なので

すけれども、この図はまた追加されていくかと思うのですが、今までの創造プラ

ンのときの 12 ページにあるようなもののほうが、県内の主な地域資源が非常に

わかりやすくてよかったのではないかと思います。この図をつくるときに意見が

出ていたかと思うのですが、いわきにスパリゾートハワイアンズということで、

これは「いきいき ふくしま創造プラン」を最初につくったときにはいわきがハ

ワイアンズさんしか入っていなかったのですが、ハワイアンズは民間なので、国

宝も載せようということで国宝も載せることになった経緯があったと思ったの

ですが、今、阿弥陀像とスパリゾートハワイアンズさんは入っているのですけれ

ども、観光入込客数の指標なんかでも、県のアクアマリンだとかという施設が出

ているので、そういったところを旧いきいき創造プランのほうを新しいプランの

ほうにも反映させたほうがいいのかなと感じました。 

 以上です。 

 ありがとうございました。 

 今、４人の委員の方から、感想も含めて出していただきましたので、ご回答い

ただけるところをお願いしたいと思います。 

 それでは、お答えできるところを順番にお答えしていきたいと思います。 

 順不同になりますけれども、まず最初に 19 ページ、枠の中に人口減少・高齢

化問題が最大の課題だと書いてあるのだけれども、今現在は原子力災害の収束、

良好な環境回復が最大の課題ではないかというご意見でした。 

 確かに、原子力災害の収束、良好な環境回復というのは、現時点での最大の課

題だというふうに思っておりますが、人口の試算をした結果、悪いほうだと 125

万ぐらいになってしまうということがあって、やはりそれは相当ショッキングな

話だろうということで、そういうことでここで最大の課題だというふうに書いた

ということであります。今現在の最大の課題はそのとおりなのですけれども、た

だ、30 年先を見据えた計画だということもありますので、そういうことで書いた

ということでありますけれども、確かに誤解を招くかもしれませんので、表現は

考えたいと思います。「最大の」というのが、これだけというふうに考えられて

しまうので、そういうような表現の仕方を修正させていただきたいと思います。 

 それから、損害賠償関係で、85 ページに一応入れてありますが、これも確かに

おっしゃるとおり、後から追加をしたところでありまして、やはり損害賠償に関
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して何か県として取り組む必要があるということで追加をして書いたのですけ

れども、ここは柱のところに避難地域の再生と避難者の生活再建ということで、

この避難者については特に、ここにもありますように自主避難者も含むというこ

となので、避難地域、いわゆるこの例でいう双葉８町プラス４、ここに限ったわ

けではなくて、避難者の生活再建ということで自主避難者も含めての避難者の意

味で書いてありますので、損害賠償が十分に行えるように取り組みますというの

は、この地域に本拠地がある人だけではなくて、自主避難者も含むというふうに

しております。 

 それから、再生可能エネルギーについては、啓発をした上で県民運動として全

県的に取り組むということをここに書けるかどうかについては、担当部局とも話

をして考えたいというふうに思います。 

 それから、女性の登用率、県職員については確か目標値なり実際の数値は持っ

ていますけれども、市町村のほうは把握しているかどうかもわからないので、そ

こについては県職員のものも含めて持ち帰らせていただいて考えたいというふ

うに思います。 

 それから、男女イベント数は、先ほど担当部局のほうからお話があったように、

なかなか難しいと思いますので、そこはご了解をお願いしたいと思います。マッ

チングの数ですけれども、実際には出会って数時間後にできるというわけではな

くて、何年もかかる人もいるので、実際は把握するのはなかなか難しいのかなと

いうふうに個人的には思います。 

 それから、15 ページの図、おっしゃっている意味としては場所数が少ないとい

うことだと思います。ただ、なるべくビジュアルということで写真を使って出し

たいということで数が少し減ったのかなと思いますので、なるべく多く載せたい

というふうに、あとは地域のバランスも考えなければいけないということもあり

ますので、その辺ちょっと工夫をさせていただきたいと思います。 

 それから、指標の関係で何点かいただいたので、そこは担当部局のほうにお答

えをいただきたいと思います。１つは、例えば農産物の検査体制についてという

ことが入れられるかどうか、それから、除染作業員の養成数みたいなものを入れ

られるかどうかというのは、これから担当部局のほうにご回答いただきたいと思

います。 

 あと、農業に対して検査体制を一番上に書いてあるけれども、まずは生産のと

ころを一番上に書いて、その後、検査体制だろうということでありますけれども、

確かに順番は特に決めてあるわけではないので、ここは担当部局と調整をさせて

いただきたいと思います。 

 農林水産部です。 

 まず、長島委員のほうからご指摘がありました 90 ページの書きぶりのところ

でございます。こちらにつきましては、正直我々も書くときに悩みました。やは

り、長島委員がおっしゃるところは農林業者の誇り、そこを考えれば、まずは安

全な農林水産物を生産して消費者に届けるのだという農林業者の誇りの視点か

らすれば、まずそこからスタートでしょうというお話だと思います。 
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 我々もいろいろ議論しまして、実は震災が起きたときに、まず最初にモニタリ

ングとか放射性の検査というものをまずやって、そして除染をして、技術開発を

してというような歩みもあってのこともあります。それが消費者目線なのかなと

か、いろいろ議論があったところで、ここでこういった形で文章を整えてみたと

ころであります。ご趣旨を踏まえてもう少し、ここは入れ替えの話ですので、や

れるかどうかは少し考えてみたいとは思うのですが、議論を尽くしてこうなった

ところもご理解をいただければと思うところでございます。 

 あと、もう一つ、山田委員からありました検査体制のところでございます。食

料品とおっしゃられたのでありますが、農林水産部の農林水産物のほうで申し上

げますと、確かにモニタリングは昨年は１年かかって２万件くらいやっていたの

ですけれども、今年はその倍のスピードで、半年で２万体ぐらいはやって、毎日

９時ぐらいまで、１日に二百数十件を検査するというようなことで充実はさせて

きているところです。 

 そういったモニタリングの検査の数を指標とするのか、やはりここで、長島委

員への説明のときにも申し上げましたけれども、安全な農林水産物を提供してい

るのだという切り口から指標に出させていただきましたのは、ＧＡＰですね、農

業生産工程管理、安全な農林水産物を提供していくのですよと、その工程管理を

してしっかりとした安全な農林水産物を提供していきますというところでの指

標の提示という形で整理させていただいたところでございます。そういった観点

での出し方のほうが政策としてやっていくにはよろしいのではないかと判断し

たところでございます。 

 以上でございます。 

 生活環境部でございます。 

 山田委員のほうからご質問があった点につきまして、まず、食品の安全の関係

でございますが、これは当部のほうから消費者に対して食品の基準、人体に対す

る影響とか、そういった安全面からきちんと正しい情報をお伝えするというよう

な観点から指標を挙げさせていただいております。これは、先ほど資料の４の指

標一覧表の中にも、123 番に「食品と放射能に関するリスクコミュニケーション

の実施件数」ということで挙げさせていただいています。こちらは、食品に関す

る安全面というようなことで、「食の安全・安心アカデミー」と銘打ちまして、

県内各地域で、食品基準とか放射性物質の安全基準、そういったものについてき

ちんと消費者の方々にお伝えする講演会と、あとは、会場のほうに簡易分析器を

持ち込みまして、実際に食品等々を分析して、このくらい安全を確保しておりま

す、安全な数値をこのように測っておりますというような実演も含めまして、ア

カデミーというような講演会を開催しております。その開催の実施権数を 123 番

のほうに挙げさせていただいておりますので、これはご参考まで。 

 それと、除染の関係の技術者の育成の件でございますが、こちらにつきまして

は、委員の関連の商工会議所様等々にご協力をいただきまして、昨年度は除染に

関する技術者を 3,400 名、今年度は大体 7,500 名を育成させていただくことにな

っております。こちらのこうした技術者育成につきましては、うちの部といたし
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ましては、早急に育成させていただくというようなことで、今年度、昨年度も含

めまして、１万人を超す技術者を育成させていただくというような状況でござい

ますので、これを８年後というようなことで目標化するよりは、喫緊に、さらに

除染が進んで必要であれば、追加、追加で再募集をやりながら、こういった技術

者を育成していくと、こういったスタンスでございますので、こちらについては

状況に合わせてその都度対応していきたいと考えております。 

 先ほど山田委員のほうからお話があったのは、原子力災害対策が最優先なのだ

けれども、指標の分量として多分足りないので、県民の安全に対してどうなのか

という点からの追加はどうかというお話だったと思います。 

 今ほど説明がありましたように、例えば原子力災害対策以外の部分でも、計画

のつくり込みがこういうふうになっていますけれども、改定をするとか、あるい

はもうちょっと、確かに指標の数として寂しいものですから、その辺は検討とか、

あるいは県民の皆さんにここはしっかりやっているということを見せられるよ

うなつくり込みをしていきたいというふうに考えておりますのでご了解をいた

だいて、あと、新しい指標が入れられるかどうか検討させていただきたいという

ふうに考えております。 

 それから、原子力に依存しない社会づくりを目指すということで、再生可能エ

ネルギーという、転換というよりはやはりそういう節電とか、分母を減らすとい

うことをつくっていくのが本県の基本的な考え方だと、導入量を増やすとかそう

いうことではないものですから、やはり、教育とか啓発とか県民運動といった視

点が抜けておりまして、基本的にはそういうような形でビジョンもつくってきた

つもりでありますので、そこはちょっと本文のほうを修正させていただきたいと

いうふうに考えております。 

 それから、地域包括ケア、長澤委員のほうから、厳しいのは今というお話をい

ただいているところであります。本当に今、生活再建とか生活の質をどうやって

維持するのか、そういったことも含めて喫緊の課題ということで考えておりま

す。現在、復興計画の進行管理と見直しを進めております。その中で、やはり生

活再建の部分、生活をどうやって維持していくか、そういうことも含めたのが一

番の見直しのポイントということで、今まさに見直し作業をしているところでご

ざいます。 

 そういう意味で、今の見込みですと 12 月までに復興計画の改定をしたいとい

うふうに考えております。今お話しいただいたような厳しい現状については全庁

ここに来ておりますので、改めて計画をつくることだけが仕事ではありませんの

で、対策をさらに充実していくということで私ども肝に銘じたいと思います。あ

りがとうございます。 

 大体以上でしょうか。 

 関連して伺いたいことがあるのですけれども、長島委員からありました損害賠

償ですけれども、先ほどご回答の中で、自主避難者の方も含まれるというお話だ

ったのですが、実際には風評被害を含めて避難されていない方も損害は被ってい

るわけで、そこの部分についての手当はどうなのかということを一点伺いたいと
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思います。 

 それから、安全・安心のスタートは生産であるということなのですが、私も全

く同意見で、前回の部会で委員からの意見のところで、先ほど農林水産部のほう

からお答えいただいたのですが、農地あるいは林地あるいは漁場の汚染の実態把

握がどうなっているのかということを、同じ趣旨で、まずは生産のところからき

ちんとやっていくのが筋ではないかなと、ここは同意見です。 

 それから、長島委員から出された省エネのところは、186 ページのところに分

かれて省エネというものがあって、ここのところは確かにエネルギー需要の部分

をやはり抑えて、エネルギー自体も再生可能エネルギーに置き換えていくという

ことが本県の基本的な姿勢だということで、ここがリンクして読めるような形で

書かれているといいのかなというふうに思いました。それは感想です。 

 今、ご回答いただきましたけれども、さらに。 

 54 ページと、それから教育のところ、54 ページの子育ての環境づくりと、そ

れから教育の部分ですけれども、58 ページ、その関連をお聞きしたいのですけれ

ども、屋内遊び場の開所等は大変大きな屋内遊び場を開設して、そこで子どもさ

んたちの運動不足を補うというようなことで、今、具体的に動いております。し

かし、これはあくまでも二次的な支援で、本来はやはり子どもさんたちは外で、

運動場で体育をしたり遊んだりというのがあたりまえです。ということで、そう

いった除染の後、今、高校生は時間を区切って、小学生もそうですけれども、午

前・午後、時間を区切って、それで部活動をやったりとかしておりますけれども、

福島県、郡山あたりは除染はほとんど終わっておりますので、そういったところ

で十分に部活動なんかもなさっておりますけれども、幼児、保育園それから幼稚

園の子どもさんたちはなかなか外遊びができないということに対して、除染後、

その辺はどのようにしてそういった乳幼児の外遊びの環境づくりを考えている

のかということが１点です。 

 それから、教育のところなのですけれども、やはり子どもさんたちの豊かな心

の育成というところですと、やはりこれも、ここに「知・徳・体」と書いてあり

ますけれども、このバランスをとるために今の放射線の除染がなかなか進まない

中で、このことがやはり現実的に施策として活かすためにはどこを優先すべきか

というのをお伺いしたいと思っております。 

 それと、全体でもよろしいでしょうか。 

 一番最後に全体についてお伺いいたしますので。 

 わかりました。この点についてお願いいたします。 

 補足したいと思いますけれども、塩谷先生のおっしゃるとおりなので、私が申

し上げたのは避難地域・避難者だけの問題ではないのです。全県的な問題で、さ

らに東京電力が今度、本社機能を福島にということでありますけれども、例えば、

今、県に頑張っていただいて、全袋・全量検査、これにかかります経費は、県が

前面に出てやっていただいているので非常にありがたいと思っております。 

今年より来年、来年より再来年、我々は消費者の皆さんが判断してまだまだだ

よというのは対応しなければならないのです。その部分は原発がなければかから
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ない経費ですから、当然これは賠償してもらう。来年も今年と同じように全袋検

査を県が前面に出ていただいてまたやっていただく。ですから、これは 32 年ま

でも、もう２年経過しましたから、あと８年ですけれども、１年、２年で収まる

ものではないです。 

 あと、除染もそうです。除染だっていろいろ言って、なかなか、うんとはなっ

ていないのです。線量計もそうです。線量計だってまだ賠償していませんから。

こういう状況にありますから、やはり損害賠償における県の役割をもう少しやは

り認識してもらわないといけないかなと思います。そういった意味で、最後の「原

発災害対策」の最後に押さえとしてはしっかり書き込んでいただきたいなという

のが、私たち農業災害の事務局をやっているものですから、もう 1,000 億近くに

なります。ＪＡグループ福島の損害賠償協議会でやっているものがもうじき

1,000 億になります。そんな現場からすれば、これはしっかり書き込んでいただ

きたいなということであります。 

 ありがとうございました。 

 保健福祉部でございます。 

 長澤委員のほうから、子どもの遊び場の関係でご質問があったと思うのですけ

れども、特に保健福祉部の場合は、小学校に上がるまでの幼児を対象に、保育所

などが対象になったと思うのですが、昨年、「子どもを放射線から守る緊急プロ

ジェクト」というものをやりまして、児童福祉施設とか保育所につきましては、

除染につきましてはほぼ終了しております。そういった意味では、放射線に関し

ては安全性は保たれているのですけれども、なお、やはりお母さん方、保護者の

方が考えから、やはり、放射線は低くはなっているのだけれども、やはり屋外で

遊ぶということを避けるというような傾向があるのかなというふうに考えてお

ります。 

 そういった観点から、やはり屋内遊び場というものがニーズとしてありまし

て、うちの部としましても屋内遊び場を開設するということで、市町村のほうを

支援しながら今のところ屋内遊び場の設置を進めているところなのですが、な

お、放射線に関するお母さん方の不安を解消していくということが大事だと思い

ますので、リスクコミュニケーションを含めてその辺を進めていきまして、なる

べく不安を解消した中で、できるだけ屋外で遊べるような環境を整えていきたい

と考えております。 

 長島委員のほうから損害賠償の話がございました。全体の総合計画のつくり込

みの中で、当面という部分が、原子力の部分で、できるだけ収束をして、その部

分は復興計画の中でという思いがありましたけれども、ただ、今の賠償のお話の

中で、例えば全袋検査についても、必要性とか、県としてもやはりしっかりと継

続してやっていくこと、それが、例えば宮城県さんあたり、漁協さんとか、あっ

ちのほうは検査をやっていなくて、逆に不安が多いというような話、逆に福島県

は完全にやっていますので、そういう強みをしっかりと長期間にわたってしっか

りやっていくことが、やはり福島県の風評被害を飛ばすとか、福島県の安全をＰ

Ｒするということになりますので、それは当然、原子力災害に起因して必要なこ
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とだというふうに考えておりますので、県としてもそこのところはしっかり入れ

ていきたいというふうに考えています。 

 先月末も東京電力社長を知事が呼びまして、すべての県民、あるいはすべての

企業・団体について、全面的にすべて解消してくださいという話を改めて申し入

れしたところでありまして、そういうような形で県が先頭に立って当然やってい

くべきものというふうに考えております。 

 今おただしのように、原子力災害がすぐには解決できないという状況の中で、

賠償の役割も非常に大きいというふうに考えておりますので、総合計画の性格と

いうところでどこまで書けるのか検討させていただきたいと思っております。賠

償については、重ねて申し上げますけれども、県が先頭に立って、すべての県民

の方、先ほど自主避難者とかそういうようなお話もありましたが、我々県内に居

住している者を含めて、すべて賠償をしっかりと迅速にやってもらう、完全にや

ってもらうという、そういう基本姿勢に揺るぎはございませんので、そこを確認

の上、総合計画にどのように反映するか検討させていただきたいと思います。 

 長澤委員のほうから、特に「知・徳・体」の部分の中でどこを重視してこれか

ら教育を進められるのかというようなおただしの件でございますが、教育庁とし

ましては、「知・徳・体」のバランスのとれたというようなという形で、特にこ

れだということではないわけなのです。要するに、全部、三位一体で推進してい

くということでございますけれども、特に知の部分に関しては、福島県の場合は

理数教育が他県と比べると劣っているというようなところもございますので、具

体的には理数教育の充実を図るとか、あとは、国際化に対応できるような教育を

進めるとかというような形で、知の部分につきましては学力をさらに高めていき

たいというふうに考えてございます。 

 徳の部分でございますが、こちらにつきましては、昨年度来から道徳教育とい

うようなことを３年間継続で充実していこうということでございます。それと、

今回の震災とか原子力災害におきまして、その教訓を生かしながら、防災教育並

びに放射線教育など、福島ならではの教育を推進してまいりたいと考えてござい

ます。 

 最後に体力の部分でございますが、今、福島県におきましては、双葉地区教育

構想ということがございまして、富岡高校など世界に通用するような子どもたち

を育てようというような構想がございますが、その中でも、先日、富岡高校の桃

田君という高校３年生がおるわけなのでございますが、この方が世界のジュニア

バドミントン選手権で優勝すると、日本で初めての快挙でございまして、このよ

うな形でいろいろ福島県でも取り組んでございます。そういった成果を、やはり

今後とも継続しながら、子どもたちの教育に努めてまいりたいというふうに考え

てございます。よろしくお願いいたします。 

 ありがとうございました。 

 大分ご意見を出していただきましたけれども、一応４時ぐらいをめどにという

ことですが、いかでしょうか。 

 85 ページなのですけれども、上から２つ目の避難地域の防犯対策、これはこれ
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でよろしいのですけれども、この中に含まれているのかどうかお尋ねしたいので

すけれども、今、復興・復旧で、被災地にはものすごい業者さんが入ってきてお

ります。今、業者さんたちの方が、これから先はもっと多くなるのです。南相馬

とかは除染と災害がれきの処理ということで、あらゆる空き地に、今、業者さん

たちの作業員仮設住宅、宿舎が、軒並みできております。それで、戸籍上でない

人口で入ってきておりますが、その中で、やはり、警察などもチェック等はして

いると思うのですけれども、暴力団関係とかそういった方が紛れ込んできてしま

っているということが一つ、住民の人たちはとらえております。それから、風紀

が乱れるということで、それも懸念していることです。 

 先日、いわきで強盗・強姦事件がございました。あれもやはり外から入ってき

た業者さんです。そういったことで、非常にこれから先、業者の作業員たちが数

多く入ってくる中での対策というのが喫緊の課題になりますので、ここはこの文

言でよろしいかと思うのですけれども、そういった被災地の復興・復旧にかかわ

る警備強化というのでしょうか、これは復興計画の中に入ると思うのですけれど

も、この辺についてどうお考えなのかお聞きしたいと思います。 

 その他、よろしいですか。 

 全体でもよろしいですか。編集のところです。この総合計画の編集のあり方。 

 それは、では最後に。 

 文言そのものよりは、そういう認識なりがあるのかということですが。 

 警察本部です。 

 長澤委員のご質問の関係ですが、まず、被災地の対策につきましては、現在も

特別派遣といいまして、県外から大体 400 名が入っております。あとは、それ以

外に、本年の２月から県外から特別出向者、通称「ウルトラ警察隊」といってお

りますけれども、これが 350 人入っていまして、これで重点的に警戒していると

いう状況です。 

 あとは、暴力団の関係ですが、これにつきましては、ゼネコン等々と連携をと

りまして、いろいろ情報をいただくという形で、協議体等をつくって対策を進め

ております。 

 以上です。 

 ちなみに、今日、ものすごくたくさんの機動隊、横浜、相模、それからどこで

しょう、機動隊の数がものすごくたくさん降りたのです。それと、機動隊とパト

カー、パトカーの数が、私はたまにこちらを上ってくるのですけれども、普通に

見ましてたくさんの数が降りていったものですから、今日は 20 キロ圏内で何か

あったのかどうかご存じですか。 

 今日は特にございませんで、特別派遣の関係につきましては、定期的に交代し

ながらやっているということで、多分、今日は交代の時期に入ったということで、

その部隊が多数入って交代するというような形だと思います。 

 以上です。 

 最終回ということもありまして、いろいろご意見をいただきました。11 月 13

日の総合計画審議会に総合計画改定素案を提示するということになっています
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ので、今日お出しいただいたご意見をどういうふうに反映するかについては、私

と事務局のほうで文案をまとめさせていただくと、また、審議会でも議論の場が

ありますので、そこでしていただくということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 ありがとうございます。 

 それでは、これまで合計７回開催しましたけれども、今日が最後ということに

なりますので、総合計画のつくり方であるとか、あるいはその進め方であるとか、

何か全体的なことにかかわって、あるいは県政全般にかかわってでも結構ですけ

れども、ご意見がありましたら、せっかくの機会ですのでお出しいただきたいと

思います。 

 すみません。編集の仕方に入るかと思うのですけれども、まず１点は、私は前

にもこのイラスト、イラストの件はご回答いただいたのでなるほどと思ってそれ

は納得いたしました。こちらの前の総合計画の中のイラストと同じだと、変えて

使うというようなことかなと認識しました。同じ方のイラスト、作成者が同じな

のかしらということ、それはいいのですけれども、それと、非常にページの中で

空白の部分があるのですけれども、この空白部分はどのように今後編集されるの

か。例えば 17 ページはまるっきり空いていますし、19 ページの下が空いている

とか、そのまま空いている部分でも、文章の中で、ここで空いていてもよろしい

というようなところは結構あるのですけれども、ここにやはりイラスト、あとは

写真等々を入れたほうが非常に全体的に見やすいのではないかなというところ

が数カ所ございますので、その辺はご検討いただきたいなと思います。 

 今の空白については後のご予定があるのかと思いますが、お願いします。 

 空白部分は空白のままということではなくて、今、長澤委員がおっしゃられた

ように、イラストだとか写真だとかを入れたいと思います。今回、この総合計画

の改定に合わせて、小学校５～６年生から絵の募集をして、中学生からは作文の

募集をしましたので、その優秀作品というか、そういうものをこの中に盛り込ん

でみんなに見てもらいたいなというふうに思っています。 

 以上です。 

 よろしいでしょうか。 

 そのほかの部分で何かございませんか。――それでは、議事最後の「その他」

ですけれども、事務局から何かございますか。 

 先ほど、１つ答えられなかったところがありますので。 

 すみません。先ほど長澤委員から指標のところで、テクノアカデミーの生徒数

をおただしいただきましたが、確認できましたのでご報告申し上げます。 

 これは、先の３月に就職した生徒数ということでよろしいですか。在校生徒数

ではなくて就職した生徒数ですか。 

 在校生がわかれば。 

 わかりました。それでは、就職者数ですが、学校別に申し上げますと、浜校が

60 名、郡山校が 64 名、会津校が 67 名で、合計で 191 名になります。それから、

現在の在校生徒数ですが、浜校が 84 名、郡山校が 135 名、会津校が 122 名で、
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合計で 341 名でございます。 

 先ほど、この生徒数と併せまして、委員のほうから生徒数を増やすというお話

がありましたが、もしかすると浜校の関係かもしれないかなとこれで見て思った

のですが、昨年度、震災以降、引き続き浜校につきましては、郡山校とかに避難

をしていた関係もありまして、本年度、新入生の募集の時期に、やはり募集数が

少なくて、今、生徒数が少ない状況であります。これにつきましては、現在浜校

は戻っておりますが、やはり安全な、情報の発信は当然でありますが、ご両親の

方、保護者の方のご理解もいただく、それから、こういった就職率 100％の実績

をＰＲしていく、そして、支援の面では、現在被災者の方に入学料の免除ですと

か、あるいは検定料の免除、あるいは奨学金、そういった制度もつくっておりま

すので、そういった支援制度も十分踏まえながら生徒数の確保についても努めて

いきたいと思っております。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、事務局のほうからでございます。 

 これまで、７回にわたる詳細検討、大変ありがとうございました。ようやく福

島県総合計画の全面見直し、改定案の策定に向けて、皆さんのご意見を反映して、

来週には取りまとめられるものと考えております。 

 これまで、貴重なご意見あるいはご指導をいただきまして大変ありがとうござ

います。 

 来週の 13 日に総合計画審議会ということで予定をしておりますので、引き続

き委員の皆様にはご出席をいただいて、また、いろいろなご意見をいただければ

というふうに思っております。 

 今回、７回にわたっていただいた意見でございますが、当然、原子力災害が進

行中ということでございまして、復興にわたるご意見もたくさん貴重なご意見を

いただいております。現在、復興計画も見直し作業中でございますので、そこの

中でもご意見をお伝えしてまいりたいというふうに考えております。 

 総合計画、つくって終わりではございません。やはり、しっかりとした進行管

理ということで、これについては県としてもしっかりやってまいりますけれど

も、皆様方、引き続き総合計画審議会の委員として、進行管理に厳しい目を向け

ていただければというふうに思っております。 

 今回は 2020 年という目標と、それから 30 年後の福島が復興した姿ということ

で描いております。前回よりも、廃炉作業と並行してやはり福島が復興を遂げて

いくには、30 年の重みというのが非常に大きいというふうに思っておりますの

で、大変な時間と日数がかかると思っておりますが、委員の皆様におかれまして

も、それぞれの委員としての立場、あるいはそれぞれ活躍されている分野におき

まして、ご支援、ご指導をいただきながら、福島の復興に向けて力を合わせて、

もちろん県が先頭に立ってでございますが、やってきたいと思いますので、引き

続きご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 見直し検討部会の詳細審議はこれで終わりになりますが、引き続きよろしくご

支援のほどお願いいたします。どうもありがとうございました。 
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 それでは、これで予定していた議題はすべて終了ということになります。見直

し検討部会のほうはこれで終了ということで、長時間にわたりましてどうもあり

がとうございました。 

 

＜４ 閉  会＞ 

 以上をもちまして、福島県総合計画審議会・第７回総合計画見直し検討部会を

終了いたします。 

 本日は誠にありがとうございました。 

 

 

（以 上） 

 

 


